
こいや祭り ホストチーム 規約 

第一章 総則 

（名称） 

第一条 この団体は「こいや祭り ホストチーム」と称する 

（事務局） 

第二条  こいや祭りホストチーム（以下、「ホストチーム」という）は事務所を 

大阪市北区神山町２－１１ 福西ビル４Ｆの 

こいや祭り実行委員会事務局内おき、連絡窓口に実行委員会をおく 

 

（目的） 

第三条 ホストチームはこいや祭り実行委員会と共に、祭り普及と振興のため、 

大阪府民や日本国民の世代間交流や心豊かな文化的生活の向上に寄与する

ことを目的とする 

（事業） 

第四条 ホストチームは前条の目的を達成するため、次の事業を行う 

(1)こいや祭りに関する創立事業の補助 

(2)こいや祭りに関する交流事業の補助 

(3)こいや祭りに関する普及事業の補助 

(4)こいや祭りに関する研修事業の補助 

(5)こいや祭りに関する福祉事業の補助 

(6)その他実行委員会とホストチームの 

目的を達成するための事業 

 

第二章 会員 

（種別） 

第五条 ホストチームの会員は次の三種とする 

（１）ホストチーム代表  この団体の目的に賛同した各チーム代表よ

り協議の上、１名を選出 

（２）ホストチーム副代表 この団体の目的に賛同した各チーム代表よ 

   り協議の上、２名を選出 

（３）ホストチーム委員  この団体の目的に賛同した各チームの個人 

   各チームのＯＢ、ＯＧ 

 

（入会） 

  第六条 希望に応じ、実行委員会で審議の上、入会を決議する   

 



 

（退会） 

第七条 １．退会時は実行委員会への申告を義務とし、随時、退会できるも

のとする 

２．但し、代表、副代表に関しては引継終了次第退会できるものと

する 

 

第三章 役員 

（役員の種別及び規約） 

 第八条 １．役員は代表、及び副代表者で構成する 

     ２．役員は実行委員会、ホストチームの目的を良く理解し、 

目的逐行のために貢献する 

 

（役員の選任） 

第九条 各代表者は実行委員会事務局長の任命の元、 

ホストチーム役員会議にて決議する 

 

（役員の職務） 

 第十条 １．ホストチーム代表は実行委員会の目的逐行のため、組織全体を

尽力し、社会貢献に寄与することを最大の職務とし、ホスト

チームの最高責任者としての役割を果たす 

      2．ホストチーム副代表は委員ごとの役割と責任を理解し、実行委

員会、ホストチームの目的逐行に寄与するため、委員目的を

掲げ、尽力する 

 

（役員の任期） 

 第十一条 １．こいや祭り開催年度末を任期終了日とする 

      ２．翌年の任期に関しては入会時と同様の扱いとする 

 

（役員の報酬、費用弁償等） 

 第十二条 １．原則として、無報酬とする 

      ２．必要経費は、別に定める会計規約に基づき支払われる 

 

 

 

 

 



第四章 会議 

（会議の種別） 

 第十三条 １．ホストチーム会議 

      ２．全体定例会議 

      ３．委員会議 

      ４．分科会会議 

      ５．その他、実行委員会、ホストチームが 

必要と判断したとき随時 

 

（会議の構成） 

 第十四条 １．ホストチーム会議は、常に実行委員会、ホストチームの目的

に添った運営ができているかどうかを考慮した上で、ホスト

チーム全体の方向性を検討及び決議する 

      ２．全体定例会議は、実行委員、ホストチーム役員全体で実行委

員、ホストチームの運営についての議論、承認の場とする 

      ３．委員会議は、各委員の具体的な行動指針や運営方法について

の議論及び認証の場とする 

      ４．分科会会議は特定された議題に対し、実行委員会議に提案す

るまでの仮決議を議論し、提案する場とする 

      ５．その他、必要に際し、目的を設定して開催 

 

（会議の機能） 

 第十五条 １．最終決定機関及び責任はホストチーム会議での認証とする 

      ２．ホストチームの運営に関するすべての決議は必ず、ホストチ

ーム会議の認証を受けなければならない 

３．ホストチーム会議で委員へ一任した場合は、委員会議の認証

により決定し、その責任は副代表が負うものとする 

（会議の開催） 

 第十六条 １．ホストチーム会議は必要に際し随時開催 

      ２．全体定例会議は隔月１回開催 

      ３．委員会議は必要に際し随時開催 

      ４．分科会会議は分科会が結成されてから解散するまでに合計４

回開催以上 

      ５．その他は必要に際し随時開催 

 

 

 



（会議の招集） 

 第十七条 １．ホストチーム会議、全体定例会議、委員会議 

においては定例開催 

      ２．分科会会議は分科会責任者の召集によって開催 

      ３．その他の会議に関してはホストチーム副代表の召集で開催 

 

 

（会議の議長） 

 第十八条 １．ホストチーム会議は実行委員事務局が議長を務める事とする 

      ２．定例会議、委員会議はホストチーム代表が 

議長を務めることとする 

      ３．分科会会議は分科会責任者が議長を務めるものとする 

      ４．その他の会議に関してはホストチーム代表が議長を任命する 

 

（会議の定足数及び議決） 

 第十九条 定足数は出席者数が全体の過半数を満たしている場合とし、議決

は出席者数の３分の２の賛同によって可決されるものとする 

 

（会議の議事録） 

 第二十条 議事録係が議事録を作成し、会議終了２日以内にホストチーム委

員及び実行委員全員会に議事録を流すこととする 

 

第五章 財産及び会計 

（財産の構成） 

 第二十一条 寄付金（応援団を含む）、協賛金、物品販売収益、その他 

 

（財産の管理） 

 第二十二条 実行委員予算部門の会計担当者が管理することとする 

 

（決算） 

 第二十三条 毎月末日締めとし、月極決算を行う 

 

（会計年度） 

 第二十四条 ９月末日を締めとし、毎年１月を会計年度月する 

 

 

 



第六章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

 第二十五条 必要に際しホストチーム会議及び実行委員会議にて議論し、 

決議する 

       決議事項に関しては、決議１週間以内にホストチーム全員及び

実行委員会に伝達する 

 

 

（解散） 

 第二十六条 ホストチーム代表及びホストチーム委員、実行委員の５分の４

の賛同を持って解散とする 

 

 

第七章 事務局 

（事務局の設置等） 

 第二十七条 事務局の移転等、変更のあった場合はホストチーム、 

実行委員会及び各関係者に即日伝達することとする 

 

 

 

第八章 附則 

  第二十八条 この規約は２００８年１月２７日から適用する 

 

 

平成 20 年３月吉日 

第９回こいや祭り実行委員会 

事務局長          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

こいや祭り ホストチーム 規約（注意事項） 

第一章 総則 

（事務局） 

第二条  こいや祭りホストチーム（以下、「ホストチーム」という）は事務所を 

大阪市北区神山町２－１１ 福西ビル４Ｆの 

こいや祭り実行委員会事務局内おき、連絡窓口に実行委員会をおく 

※毎日、事務所内に出入りができない。入室時は実行委員がいる時

に限る。その為、事務所への郵便物、電話等に関しては必ず実行委

員を介す事となる。 

 

第二章 会員 

（種別） 

第三条 ホストチームの会員は次の三種とする 

（３）ホストチーム委員  この団体の目的に賛同した各チームの個人 

 

※賛同したチームメンバー全員である。 

 

第七条 １．退会時は実行委員会への申告を義務とし、随時、退会できるも

のとする 

 

    ※退会時は各チーム全員での退会とし、各チーム個人での退会は不可と

する。 

 

 

平成 20 年 1 月吉日 

第９回こいや祭り実行委員会 

事務局長          

 


